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② 選定区間及び選定候補区間について、制度要綱第六条に定める
「取組状況の点検」において、選定要件を踏まえて改善が必要な
場合には、ルート運営代表者会議が有識者等を交えて自主的な
改善の共創を目指すことが望ましい。

※ その上でも、選定要件を踏まえて不適切な状況が改善しない場合の制度的な対応に
ついても考えることが望ましい。

① 選定候補区間について、一定の期間内（概ね５年）に選定区間の
要件を満たすよう各ルートにおいて取組を着実に進めることが
望ましい。

③ ルート運営代表者会議が自ら取組方針の提出を取り下げることを
可能とする制度にすることが望ましい。


